
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  弁護士報酬の課税漏れ税額の処理              

Ｑ：弁護士に対する報酬を源泉税を差し引

かずに全額支払っていたところ、税務調査で

徴収漏れを指摘されました。源泉徴収の取扱

いは、どのようになるのでしょうか？                            

                                              

Ａ：次のように取り扱われます。 

【解説】 

源泉徴収しなければならないにも拘らず、

源泉徴収しなかった場合は、その理由により、

次のように取り扱われます。 

 ①税額を徴収していなかった理由が、その徴

収すべき税額を支払者が負担する契約とな

っていたことによるものである場合には、

取引手取額により支払金額が定められてい

たものとして、その税引手取額を税込金額

に逆算し、その逆算した金額をその報酬の

支払金額とみなして源泉徴収税額を計算し

ます。 

 ②その理由が、①以外のものである場合には、

既に支払った金額のうちからその税額を徴

収すべきであったものとし、既に支払った

金額を基準として源泉徴収額を計算します。

この場合において、その計算した税額を納

付した支払者が、その納付した税額につき

相手方に請求しないこととしたときは、そ

の請求しないこととした時においてその納

付した税額に相当する金額を税引き手取額

により支払ったものとし、その支払ったも

のとされる金額に対する税額を計算します。 
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